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経営あんしん資金 
 

こ の 資 金 の 特 徴 
 
☑ 売上高や利益率が減少している方向けの資金です。 

 （今後、減少する見込みの方にもご利用いただけます。） 
 

次のような方が対象です 
 
■ 最近３か月（新型コロナウイルス感染症の影響の場合は 1か月も可。）の平均売上高等が過去

４年のうちいずれかの同期と比較して減少している。 

■ 取引条件の変更等により、これから売上高等が減少する見込みである。 

  （ただし、申込み時において既に今後の売上高等の減少が確実である場合に限ります。） 
 

融  資  条  件 
 

 運 転 資 金 

限 度 額 ８，０００万円 

利

率 

５年超１０年以内 年１．５％以内 

３年超 ５年以内 年１．４％以内 

１年超 ３年以内 年１．３％以内 

  

期間・償還方法 

１年超１０年以内 

据置１年以内 元金均等月賦償還 

（知事が指定した特別な災害等の影響を受けている場合、２年以内据置） 

担 保 原則不要 

保 証 人 
個人：原則として不要 

法人：原則として代表者以外の連帯保証人は不要 

信 用 保 証 付する（保証料 年０．４５％～１．６４％以内） 

 

資  金  使  途 
 

運転資金のみ 

売上高又は利益率の減少により必要となった資金 
 

ただし、次の資金使途は融資対象になりません。 

×借入金の返済、納税に充てる資金、転貸資金 等  

 

 

 

融資については取扱金融機関及び信用保証協会の審査により決定されますので、申込要件を
満たしてもご希望に添えない場合があります。 ! 

埼玉県中小企業制度融資⑭ 
彩の国 
埼玉県 

令和５年１０月１日現在の利率です。（固定金利） 



R5.10 

 

融 資 対 象 者 

経営あんしん資金は、次の全てに該当する中小企業者（個人、会社、ＮＰＯ法人等）及び中小企業組合を対象として

います。 

１ 次の区分のうちいずれかに該当する。 

区分 融資対象者の条件 備考 

①売上等減少 

  （３か月） 

 最近３か月（※１）の平均売上高、平均売上総利益率又は平均営業利益率が過去４

年のうちいずれかの同期と比較して減少している。 

※１ 原則として申込みの月の直近の３か

月をいいます。 

②売上等減少 

  見込み 

  （３か月） 

 今後３か月（※２）の平均売上高、平均売上総利益率又は平均営業利益率が過去４

年のうちいずれかの同期と比較して減少する見込みのあることが、融資申込み時に

おいて確実である。 

※２ 申込みの月の翌月を含めたいずれ

かの連続する３か月をいいます。 

③売上等減少 

  （１か月） 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて最近１か月（※３）の売上高、売上総利益

率又は営業利益率が過去４年のうちいずれかの同月と比較して減少している。 

※３ 原則として申込みの月の直近１か月

をいいます。 

④売上等減少 

  見込み 

  （１か月） 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて今後１か月（※４）の売上高、売上総利益

率又は営業利益率が過去４年のうちいずれかの同月と比較して減少する見込みの

あることが、融資申込み時において確実である。 

※４ 原則として申込みの月の翌月をいい

ます。 

⑤創業後１年 

  １か月未満等 

 創業後１年１か月未満であること等により最近１か月の売上高、売上総利益率又は

営業利益率を前年同月と比較することが困難であって、新型コロナウイルス感染症

の影響を受けて最近１か月の売上高、売上総利益率又は営業利益率が最近３か月

の平均売上高、平均売上総利益率又は平均営業利益率と比較して減少している。 

― 

 

２ 信用保証対象業種（※５）を営んでいる。 

※５ 一般にいう商工業者のほとんどが対象となります。 

ただし、原則として農林漁業、金融業（一部例外あり）、学校法人、宗教法人等は対象となりません。 

３ 原則として申込みの日以前１年以上引き続き県内に事業所を有し、同一事業を営んでいる。 

（県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している場合については、県外での実績を含めて１年以

上引き続き同一事業を営んでいること。） 

４ 事業税等を滞納していない。 

５ 事業に必要な許認可等を取得している。   等 

申込みにあたっての必要書類 
 

申込みに必要な書類 備考 

埼玉県中小企業制度融資申込書（様式１） ・受付機関にて配布、もしくは県HPからもダウンロードできます。 

事業税の納税証明書等 

（納期限が到来している場合） 

・個人事業税の課税対象とならない事業を営んでいる個人は、県

民税及び市町村民税の納税証明書等  

最新２期分の確定申告書（決算書）の写し ・１期目の確定申告又は決算が終了していない場合は不要 

許可書・登録書等の写し ・必要な業種の場合  

特約書（ひな形：様式２８） ・融資実行に先立ち取扱金融機関に提出  

本資金の利用に係る必要書類 

・経営あんしん資金に係る認定書（受付機関が認定）  

 ①売上高で比較する場合（様式２２－１、３、５） 

 ②利益率で比較する場合（様式２２－２、４、６） 

【信用保証協会必要書類】 ・印鑑証明書、登記事項証明書等  

※ 金融機関や保証協会の審査過程において、上記以外の書類が必要となる場合があります。  

受  付  場  所 

事業所が所在する地区の商工会議所・商工会 

（中小企業組合の場合は埼玉県中小企業団体中央会） 

取 扱 金 融 機 関 

 銀行・信用金庫・信用組合・商工組合中央金庫 

 の、原則県内に所在する本支店 

 

・埼玉県産業労働部金融課企画・制度融資担当 

  電 話：０４８-８３０-３８０１・３８０３ 

   さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 埼玉県庁本庁舎５階 
 
・事業所が所在する地区の商工会議所・商工会 
 
・中小企業組合の場合は埼玉県中小企業団体中央会 

お問い合わせはこちらまで 

 

詳細につきましては、県金融課ホームページ 

をご覧ください。 埼玉県制度融資で検索 
 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/ 

 

（日本政策金融公庫、ゆうちょ銀行、農業協同組合、労

働金庫では取り扱いができません。） 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/

